
１　「教育の支援」に対応する本市の主な事業・取組

№ 大綱に定める施策 本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

総合的な学習の時間活性
化推進事業

地域社会の人材の活用や児童生徒の体験活動の充実を図り、総合的な学習の時間
の活性化に資するために、各小・中学校に経費補助を行う。

5,035 学校教育課

小人数学級推進事業
小学校高学年を対象とし、より安定した学校生活の推進を図るため、本市独自の教員
採用による少人数学級編制を行い、個に応じた分かる授業を展開し、確かな学力を育
む。

25,411 学校教育課

小中一貫・連携教育推進
事業

高松第一学園において実施されている、義務教育９年間の連続性、発展性に留意し
た小中一貫教育の成果を踏まえた小中連携教育を推進するとともに、中学校での学
習スタイルや学習のペースなど、小学校との違いに戸惑うことが多い１年生の時期
に、学習面でのつまづきの解消を目的として、中学校の指定校に中１スタートサポー
ターを配置する。

3,576 学校教育課

市費講師配置事業
小・中学校のうち、合併協議に基づく対象校、へき地教育対象校、生徒指導困難校
に、教育の充実に資するため市費講師を配置する。

36,724 学校教育課

個別補充学習「マイ・スタ
ディ」

児童生徒一人ひとりの理解や習熟の程度に応じた指導を充実し、個別の補充教育の
時間である「マイ・スタディ」を、放課後の時間帯等を活用して、週行事予定に位置付
けるなど、定期的に実施する。

 ‐ 学校教育課

理科教育支援員配置事業
児童の科学への興味・関心、学習への意欲を高めるとともに、理科授業の内容を向上
させるため、小学校の指定校に理科教育支援員を配置し、理科授業の支援を行う。

3,642 学校教育課

英語教育推進事業
各学校への外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣、小学校への英語指導補助員の配置、１
日英語生活体験教室の実施により、中学校英語教育及び小学校英語教育（外国語活
動）の充実を図るとともに、国際理解教育の推進を図る。

115,516 学校教育課

ハートアドバイザー配置事
業

元教員やＰＴＡ活動及び児童生徒の健全育成に関わってきた人材を小学校に配置し、
学習支援、生活支援、教育相談等に当たり、暴力行為などの問題行動等の未然防止
と解消を図る。

42,872 学校教育課

スクールソーシャルワー
カー配置事業

社会福祉士等の資格又は、福祉と教育の両面に関して専門的な知識・技術を有する
スクールソーシャルワーカーを中学校に配置し、児童生徒が置かれた様々な環境に
働きかけたり、関係機関等のネットワークを活用したりして、問題解決を図る。

56,051 学校教育課

本市における子どもの貧困対策の取組

１－（１）
学校をプラットフォームとし
た総合的な子供の貧困対
策の展開

資料６ 
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本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

いじめ等対策事業（スクー
ルカウンセラー配置）

小・中学校におけるいじめ等の問題行動に対応するため、児童生徒の臨床心理に関
して専門的な知識や経験を有するスクールカウンセラーを配置し、いじめ等の問題行
動等の早期発見・早期対応や未然防止に資するとともに、校内の教育相談体制の充
実を図る。

4,451 学校教育課

学校サポート委員会
生徒指導に関する地域ボランティアを各中学校で募り、学校サポート委員会を組織
し、地域の教育力を生かしながら児童生徒の健全育成を図る。

138 学校教育課

「強めよう絆」推進事業
指導主事や学校相談員（退職教員）を派遣し、暴力行為、いじめ、不登校等の生徒指
導上の諸問題の解決や未然防止を図るための指導や助言、教員の補助等を行う。

1,075 学校教育課

低所得世帯における保育
施設等の利用者負担額の
軽減

生活保護世帯、非課税世帯などの低所得世帯が保育施設等を利用する際の利用者
負担額を軽減する。
年収約３６０万円未満のひとり親世帯等の利用者負担額を軽減する。

 ‐ こども園運営課

多子世帯における保育施
設等の利用者負担額の軽
減

多子世帯の経済的負担を軽減するため、子どもが２人以上入所（園）している場合、
第２子以降の利用者負担額を無料にする。
また、１８歳未満の子どもを３人以上養育している場合は、第３子以降の利用者負担
額を無料にする。

（H28実績）
711,479

こども園総務課
こども園運営課

保育施設等の利用者負担
額の決定における、寡婦
控除のみなし適用

保育施設等の利用者負担額を決定する際、未婚のひとり親を地方税法に定める寡婦
（夫）控除の適用があるものとみなして取り扱い、利用者負担額を軽減する。

（H28実績）
252

こども園運営課

私立幼稚園就園奨励費補
助

新制度へ移行していない私立幼稚園へ子どもが通っている生活保護世帯、非課税世
帯などの低所得世帯に対し、授業料の負担軽減を図る。

326,421 こども園運営課

認定こども園化の推進
保護者の就労状況にかかわらず、就学前の子どもが地域の同じ施設に通うことがで
きるよう、質の高い教育・保育を総合的に提供できる「認定こども園」を増やす。

409,434 こども園総務課

帰国児童等指導援助事業
小・中学校に編入学した、日本語指導を必要とする帰国児童生徒・外国人児童生徒
に対して、学習や生活についての指導援助を行う指導者を派遣することにより、日本
語指導の充実を図る。

4,335 学校教育課

要保護及び準要保護児童
生徒就学援助事業

経済的理由によって、小・中学校に就学することが困難な児童生徒の保護者に対し
て、就学に必要な経費の援助を行い、経済的負担の軽減を図る。

444,973 学校教育課

１－（３） 就学支援の充実

１－（１）
学校をプラットフォームとし
た総合的な子供の貧困対
策の展開

１－（２）
貧困の連鎖を防ぐための
幼児教育の無償化の推進
及び幼児教育の質の向上
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本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

副読本支給事業
学校教育における補助教材としての副読本を支給し、保護者負担の軽減と教育効果
の向上に努める。

35,271 学校教育課

高等学校等入学準備金貸
付事業

高等学校等に入学を希望する者の保護者で入学準備金の調達が困難な者に対し、
入学準備金を貸し付ける。

3,508 学校教育課

高松市奨学金支給事業
成績優秀かつ向上心おう盛な生徒であって、家庭の経済的理由のため高等学校等へ
の修学が困難な者に対して、奨学金を支給する。

26,899 学校教育課

特別支援教育支援員配置
事業

小・中学校において、様々な障がいのある児童生徒に対し、学校生活上の介助や学
習活動上の支援などを行う特別支援教育支援員を配置する。

69,638 学校教育課

特別支援教育サポーター
配置事業

小・中学校に、多様な経歴を有する社会人を教員補助として受け入れ、発達障害等の
ある児童生徒の学習を支援する。
発達障害の児童生徒への自立支援に必要な知識の取得や技能の向上を図るため、
ソーシャルスキルトレーニング研修を行う。

47,174 学校教育課

登校支援の取り組み
不登校児童生徒の自立を目指し、適応指導教室「新塩屋町　虹の部屋」、「香川町
みなみ」を通して、登校支援に取り組む。

44,248 総合教育センター

教育相談の実施 教育相談体制の充実を図り、問題を抱える子ども等に係る教育相談を実施する。 437 総合教育センター

１－（４）
大学等進学に対する教育
機会の提供

大学等教育資金融資制度
利用者利子補給事業

大学等へ進学した者の保護者が入学資金として借りた教育ローンの利子補給を行
い、経済的負担を軽減する。

127 学校教育課

１－（５）
生活困窮世帯等への学習
支援

高松市学習支援事業の実
施

生活困窮世帯の中学生に対する学習支援教室を開設し、学校授業の補習や不得意
科目に対する個別指導等を実施し、学習意欲及び学力の向上を促す。
市内３か所、毎週土曜日９時～１２時で実施。

7,200 生活福祉課

１－（６） その他の教育支援 まなびの場づくり事業

コミュニティセンターにおいて、学校休業日に児童生徒を対象に、体験学習や地域と
の交流を深める事業である「子どもの居場所づくり」事業に、学習的な要素を加えた
「まなびの場づくり」事業を実施し、子どもたちの学ぶ意欲を高めることで、「生きる力」
の育成に取り組む。

510 生涯学習センター

１－（３） 就学支援の充実
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２　「生活の支援」に対応する本市の主な事業・取組

№ 大綱に定める施策 本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

保育施設等における生活
保護世帯やひとり親世帯
等の優先的入所

生活保護世帯やひとり親世帯等の子どもが保育施設等に入所しやすいよう、利用調
整の際、加点を行っている。

 ‐ こども園運営課

延長保育事業の実施
保護者の就労時間に合わせて通常の保育時間を超えて子どもを預けることができ
る。

（私立）146,206
（公立）103,396

こども園総務課
こども園運営課

一時預かり事業の実施
保護者がパートタイムなど不規則な就労形態の場合や、保護者が病気や急用の場合等一時的
に子どもを預けることができる。

（私立）69,706
（公立）14,843

こども園総務課
こども園運営課

病児保育事業（体調不良
児対応型）の実施

（私立）保育中に体調不良となり、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を行
う。

12,930 こども園総務課

病児保育事業
病児・病後児を病院に付設された専用スペース等で一時的に保育する。また、２人以
上の児童を扶養する世帯については、経済的負担を軽減するため保育料を無料にす
る。

107,451 子育て支援課

母子・父子自立支援員に
よる支援

ひとり親家庭等の経済的自立や生活の安定のため、母子・父子自立支援員による情
報提供や相談業務を行う。

9,109 こども家庭課

日常生活支援事業の実施
ひとり親が安心して子育てをするため、一時的に家事援助等のサービスが必要となっ
たひとり親家庭に対し、家庭生活支援員を派遣する。

851 こども家庭課

ファミリー・サポート・セン
ター事業

仕事と育児の両立を支援し、子育てしやすい環境をつくるため、地域において育児の
援助をしてほしい人と育児の援助をしたい人が会員登録をし、会員相互間で育児の
援助を行う事業。【NPO法人に事業委託】

13,090 こども未来館

２－（１） 保護者の生活支援
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本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

相談事業
【女性こころの相談】
【女性のための法律相談】

【女性こころの相談】
　男女共同参画センターにおいて、面談又は電話により、相談を受けており、相談内
容に応じては、警察や法務関係など適切な機関を紹介している。
　・面接・電話　１回５０分　予約制
【女性のための弁護士相談】
　男女共同参画センターにおいて、女性弁護士による女性のための法律相談を実施
している。（年４回）
　・１回３０分　予約制
事業としては、男女共同参画センターの指定管理者に委託している。

指定管理委託料
に含まれる。

政策課　男女共同参画
推進室

生活保護による支援
生活困窮者に対して、最低限の生活を保障するため、生活保護による自立の援助を
行う。

10,950,592 生活福祉課

自立相談支援事業の実施
生活保護には至らない生活困窮者の相談に応じ、個々の状況に応じて支援プランを
作成し、就労支援を含め自立に向けた包括的かつ継続的な支援を実施する。

16,432 生活福祉課

障害児放課後支援事業の
利用料の免除

養護学校の放課後、帰宅しても保護者の就労等のためその監護を受けられない障害
児に対して、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図る。

18,504 障がい福祉課

子育て世代親元近居等支
援事業

離れて暮らす子ども世帯及びその親世帯等が、同居又は近居により、子どもを安心し
て生み育てられ、また、高齢者等が安心して暮らせる環境づくりを支援するため、転居
等に要する経費を助成する。

10,000 子育て支援課

女性相談事業
女性相談員による生活、家庭等女性の抱える悩みごとの相談のほか、配偶者からの
暴力に関する相談について、必要な指導を行うとともに、関係機関と連携して、被害者
の保護や支援を実施する。

8,720
子育て支援課　こども女

性相談室

助産事業
保健上必要があるにもかかわらず生活保護世帯及び市民税非課税世帯等の経済的
理由により、入院助産を受けることができない妊産婦に対して、助産を援助する。

16,660
子育て支援課　こども女

性相談室

２－（１） 保護者の生活支援
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№ 大綱に定める施策 本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

高齢者居場所づくり事業
　高齢者居場所づくり事業の活動の中で、高齢者と子どもが交流活動を実施した場合
に、その活動状況に応じて助成金を加算することで、世代間交流を推進し、子どもの
健全育成を図るとともに、地域で見守る体制づくりを支援する。

300 長寿福祉課

放課後児童クラブ事業
就労等により、昼間、保護者が家庭にいない、小学校に就学している児童に対して、
授業の終了後などに、小学校の余裕教室、児童館等を利用して、適切な遊び及び生
活の場を提供し、児童の健全な育成を図る。

790,896 子育て支援課

放課後子ども教室事業
地域の方々の協力を得ながら、放課後等に子どもたちの安心安全な活動の場所を確
保し、学習や様々な体験・交流活動の機会を提供することにより、児童の健全な育成
を図る。

22,185 子育て支援課

一体型の放課後児童クラ
ブ及び子ども教室の推進
事業

同一の小学校内等で、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を実施し、共働き家
庭等の児童を含めた全ての児童が放課後子ども教室の活動プログラムに参加できる
ようにすることで、全ての児童の安全・安心な居場所の確保を図る。

 ‐ 子育て支援課

児童家庭相談事業
子どもや家庭に関する様々な悩みや問題等に対して、家庭相談員が、相談援助を行
う。

9,820
子育て支援課　こども女

性相談室

２－（３）
関係機関が連携した包括
的な支援体制の整備

関係機関との連携

学校や教育委員会は、様々な問題を抱える児童生徒に、積極的に関わり、ケース会
議等へ参加し、関係機関との連携を図り、情報共有や問題解決を行っている。
また、保育所、こども園及び幼稚園から小学校、小学校から中学校に情報を連携し、
子どもの成長を切れ目なく支えている。

 ‐ 学校教育課

２－（４） 子供の就労支援

２－（５） 支援する人員の確保等

利用者支援事業
（保育園）身近な場所で情報提供を行い、必要に応じて相談や助言を行い、関係機関
との連絡調整を行うことで、施設紹介やサービス提供につなげる。

7,066 こども園総務課

２－（２） 子供の生活支援

２－（６） その他の生活支援
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本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

利用者支援事業
身近な場所で情報提供を行い、必要に応じて相談や助言を行い、関係機関との連絡
調整を行うことで、施設紹介やサービス提供につなげる。

21,198 子育て支援課

市営住宅の母子・父子世
帯及び子育て世帯枠の設
置

市営住宅入居者の募集において、母子・父子世帯及び子育て世帯向けの枠を設ける
ことで、対象者の入居の優遇措置を図る。

 ‐ 住宅課

母子栄養食品支給事業
母と子の健康保持増進のために、生活保護法の適用を受けている世帯の妊産婦及
び乳児、市民税が非課税世帯の妊産婦及び乳児、所得税が非課税世帯の妊産婦及
び乳児に対し、申請に基づいて牛乳等を支給する。

1,110 保健センター

産後ケア事業
産後4か月以内の産婦とその乳児を対象に市内助産所にて母乳管理や赤ちゃんのお
世話など必要な保健指導（宿泊型・通所型）を行います。

2,203 保健センター

２－（６） その他の生活支援
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３　「保護者に対する就労の支援」に対応する本市の主な事業・取組

№ 大綱に定める施策 本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

延長保育事業の実施（再
掲）

保護者の就労時間に合わせて通常の保育時間を超えて子どもを預けることができ
る。

（私立）146,206
（公立）103,396

こども園総務課
こども園運営課

一時預かり事業の実施（再
掲）

保護者がパートタイムなど不規則な就労形態の場合や、保護者が病気や急用の場合等一時的
に子どもを預けることができる。

（私立）69,706
（公立）14,843

こども園総務課
こども園運営課

病児保育事業（体調不良
児対応型）の実施（再掲）

（私立）保育中に体調不良となり、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を行
う。

12,930 こども園総務課

病児保育事業（再掲）
病児・病後児を病院に付設された専用スペース等で一時的に保育する。また、２人以
上の児童を扶養する世帯については、経済的負担を軽減するため保育料を無料にす
る。

107,451 子育て支援課

各種自立支援給付金の支
給

就労に効果的な資格取得を目指すひとり親を対象に、自立支援教育訓練給付金、高
等職業訓練促進給付金等を支給する。

28,357 こども家庭課

母子・父子自立支援プログ
ラム策定員による支援

ひとり親の経済的自立のため、プログラム策定員が自立支援プログラムを策定し、
様々な就労支援策の活用によって、就労を支援する。

5,868 こども家庭課

就業支援講習会等の実施 ひとり親を対象に、就労に効果的な就業支援講習会等を実施する。 500 こども家庭課

子育て支援中小企業等表
彰制度

次世代育成支援対策推進法により一般事業主行動計画を策定した市内の中小企業
等（計画策定が努力義務とされている従業者１００人以下の中小企業等が対象）のう
ち、仕事と子育ての両立支援を図るための職場環境の整備に特に積極的に取り組ん
でいる中小企業等を表彰し、もって、市内の中小企業等における次世代育成支援の
取組を促進することを目的とするもの

119 産業振興課

合同就職説明会（かが
わーくフェア）の開催

新規学卒者及び中途採用希望者を対象とした合同就職面接会（かがわーくフェア）を
高松商工会議所、香川労働局、高松公共職業安定所、香川県などとの共催で開催す
るもの

285 産業振興課

女性のための就労相談
男女共同参画センターにおいて、女性の継続就業や再就職に向けた相談・支援を実
施している。事業としては、男女共同参画センターの指定管理者に委託している。

2,000
政策課　男女共同参画

推進室

３
保護者に対する就労の支

援
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本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

自立相談支援事業の実施
（再掲）

生活保護には至らない生活困窮者の相談に応じ、個々の状況に応じて支援プランを
作成し、就労支援を含め自立に向けた包括的かつ継続的な支援を実施する。

16,432 生活福祉課

放課後児童クラブ事業
２－(２)　再掲

就労等により、昼間、保護者が家庭にいない、小学校に就学している児童に対して、
授業の終了後などに、小学校の余裕教室、児童館等を利用して、適切な遊び及び生
活の場を提供し、児童の健全な育成を図る。

790,896 子育て支援課

放課後子ども教室事業
２－(２)　再掲

地域の方々の協力を得ながら、放課後等に子どもたちの安心安全な活動の場所を確
保し、学習や様々な体験・交流活動の機会を提供することにより、児童の健全な育成
を図る。

22,185 子育て支援課

一体型の放課後児童クラ
ブ及び子ども教室の推進
事業
２－(２)　再掲

同一の小学校内等で、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を実施し、共働き家
庭等の児童を含めた全ての児童が放課後子ども教室の活動プログラムに参加できる
ようにすることで、全ての児童の安全・安心な居場所の確保を図る。

 ‐ 子育て支援課

３
保護者に対する就労の支

援
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４　「経済的支援」に対応する本市の主な事業・取組

№ 大綱に定める施策 本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

認可外保育施設保育料助
成

同一世帯に３人以上の児童を養育している場合の第３子以降及び同一世帯で保育施
設を利用している兄姉がいる第２子以降の保育料の負担を軽減する。

17,240 こども園総務課

高松市たすけ合い金庫
低所得者の更正、救済を図るため資金の貸付をする高松市社会福祉協議会の事業
に、その原資を貸し付ける。

8,500 健康福祉総務課

児童手当の支給
児童を養育している家庭等における生活の安定と児童の健やかな成長のため、児童
の養育者に手当を支給する。

7,075,725 こども家庭課

児童扶養手当の支給
ひとり親家庭等に対し、生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進のため、手当
を支給します。

1,866,442 こども家庭課

子ども医療費助成
子育て家庭の経済的負担軽減のため、小学6年生までの通院及び中学3年生までの
入院に係る医療費の自己負担分を助成する。

1,703,368 こども家庭課

ひとり親家庭等医療費助
成

対象となる家庭の経済的負担軽減のため、ひとり親家庭等の子が18歳に達する日以
降の年度末（3月31日）までの、子と養育している者の医療費の自己負担分を助成す
る。

432,828 こども家庭課

母子福祉資金等の貸付
ひとり親家庭等の経済的自立の助成、児童の福祉の増進のため、資金の貸付を行
う。

49,816 こども家庭課

生活保護による支援（再
掲）

生活困窮者に対して、最低限の生活を保障するため、生活保護による自立の援助を
行う。

10,950,592 生活福祉課

障害児放課後支援事業の
利用料の免除（再掲）

経済的負担を軽減するため、生活保護世帯や市町民税非課税世帯においては、利用
料を免除する。

18,504 障がい福祉課

４ 経済的支援
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本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

放課後児童クラブ利用料
の減免

放課後児童クラブを利用する児童が属する世帯が、生活保護受給世帯、または非課
税世帯の場合に、放課後児童クラブ利用料を減免する。

 （H28実績）
25,392

子育て支援課

病児保育事業（再掲）
病児・病後児を病院に付設された専用スペース等で一時的に保育する。また、２人以
上の児童を扶養する世帯については、経済的負担を軽減するため保育料を無料にす
る。

107,451 子育て支援課

４ 経済的支援
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５　「その他」の本市の主な事業・取組

№ 大綱に定める施策 本市の主な事業・取組 事業・取組の内容
H29年度予算

（千円）
担当課

ふれあいのまちづくり事業
地域住民の抱える各種問題について、広く相談に応じ、専門機関への紹介などを実
施する高松市社会福祉協議会の事業に対し、補助している。

805 健康福祉総務課

子育て世代包括支援
センターの設置

子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠・出産・子育てを切れ目なく支援するた
め、ワンストップサービスを提供する。

 ‐ 保健センター
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